
 中小企業信用保険法第２条第４項第５号の認定を受けた特定中小企業者

　　(指定業種 ５４５業種に属する事業を行っている中小企業者）

認　定　要　件  次のいずれかに該当する中小企業者

  (イ) 最近３か月間の平均売上高または平均販売数量(建設業においては、完成

　　　   工事高または受注残高。以下「平均売上高等」という｡)が前年同期の平均

　　　   売上高等と比較し、３％以上減少していること。

　(ロ) 原油価格の上昇により、製品の製造、加工または役務の提供（以下「製品

　　　　 等」という。）に係る売上原価のうち２０％以上を占める原油または石油製

　　　　 品（以下「原油等」という。）の仕入価格が２０％以上上昇しているにもか

　　　　 かわらず、製品等の販売価格の引上げが著しく困難であるため、最近３か

　　　　 月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の

　　　　 割合を上回っていること。

　(ハ) 最近３か月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が、前年同期と

　　　　  比較し、３％以上減少していること。（最近３か月における算出が困難な

　　　　　場合は、直近期の決算書における平均売上総利益率または平均営業利益

　　　　　率が、前期と比較し、３％以上減少していること。）

  ２億８，０００万円以内 （中小企業が組合等の場合は４億８，０００万円）

　　※一般保証とは別枠

　　　 　　　　　　　　　　普通保証　　　　　         ２億円以内

　　　 　  　　　　　　　無担保保証　　　　８，０００万円以内

　　　　　　　　　　　　特別小口保証　　　１，２５０万円以内

保　証　割　合   １００％保証（責任共有対象外）

保　証　期　間   １０年以内（据置期間１年以内）

保　証　料　率   年０．８％以下

貸　付　形　式   手形貸付、証書貸付

貸　付　金　利   金融機関所定の利率

返　済　方　法   原則として均等分割返済

  （担保）   必要に応じて徴求

 （保証人） 原則として法人代表者以外不要

取　扱　期　間   平成２０年１０月３１日～平成２２年３月３１日

担 保・保 証 人

　　※金融機関及び保証協会の審査がありますので、ご希望に添えない場合がございます。

「原材料価格高騰対応等緊急保証」制度概要 
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